
ケータイ社労士 2024 労働法 法改正・訂正 

 

【10 月 16 日】  

・Ｐ115 ３章 労働者災害補償保険法 ６課 1 問目を削除 

※ ５問目と重複問題のため 

 

【11 月 5 日】  

・Ｐ22 1 章 労働基準法 11 課 ４ 

誤：(4) 

正：(6) 

 

【１月 14 日】  

【法改正】 （2024 年 4 月からの労働条件明示のルール変更備えは大丈夫ですか？） 

・Ｐ18 1 章 労働基準法 ９課 ３追加 

３ 有期労働契約の更新上限の新設・短縮の場合の説明 

(5) 使用者は、有期労働契約の更新の上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ労働者に説

明しなければならない。 

・Ｐ47 1 章 労働基準法 23 課 4 問目 

誤：答Ｘ 

正：(2) 答Ｘ 

・Ｐ92 2 章 労働安全衛生法 ７課 (3)  

誤：総括安全衛生管理者 

正：統括安全衛生責任者 

 

【３月 25 日】  

・Ｐ320 6 章 労働に関する一般常識 ８課 (3) 2 行目と 3 行目の間に以下を追加 

→要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以上にわたり、常時介護を必

要とする状態をいう。 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

